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衆
議
院
議
員
杉
村
慎
治
君
提
出
日
本
の
漫
画
家
・
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
原
画
や
資
料
等
の
中
間
生
成
物
等
の
海
外
流
出
と

文
化
的
資
産
の
保
全
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
杉
村
慎
治
君
提
出
日
本
の
漫
画
家
・
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
原
画
や
資
料
等
の
中
間
生
成
物
等
の
海
外
流

出
と
文
化
的
資
産
の
保
全
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
中
間
生
成
物
等
」
の
具
体
的
な
範
囲
並
び
に
「
海
外
へ
流
出
し
た
」
及
び
「
そ
れ
に
関
連
す
る
市
場
規
模
・

国
・
取
引
媒
体
の
統
計
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
創
作
過
程
の
記
録
で
あ
り
文
化
資
産
で
あ
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
個
別
の
「
中
間
生
成
物
等
」
が
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
「
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
跡
、
典
籍
、
古
文
書
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所

産
で
我
が
国
に
と
つ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
・
・
・
並
び
に
考
古
資
料
及
び
そ
の
他
の
学
術
上
価
値
の
高

い
歴
史
資
料
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
上
、
芸
術
上
又
は
学
術
上
の
価
値
に
関
す
る
学
術
的
な
調
査

研
究
の
蓄
積
に
基
づ
い
て
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
文
化
庁
等
が
所
管
す
る
文
化
財
保
護
制
度
や
美
術
館
・
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
及
び
「
中
間
生
成
物
等
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
「
過
去
十
年
間
に
お
け
る
収
蔵
件
数
、
予
算

規
模
、
公
開
状
況
及
び
資
料
の
選
定
基
準
」
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「
メ
デ

ィ
ア
芸
術
連
携
基
盤
等
整
備
推
進
事
業
」
に
お
い
て
、
令
和
三
年
度
か
ら
、
三
つ
の
美
術
館
等
が
マ
ン
ガ
に
係
る
御
指
摘
の

「
原
画
」
（
以
下
「
マ
ン
ガ
原
画
」
と
い
う
。
）
の
一
時
保
管
を
実
施
し
て
お
り
、
令
和
七
年
二
月
時
点
に
お
け
る
当
該
保

管
に
係
る
枚
数
は
、
約
四
十
七
万
枚
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
文
化
庁
へ
の
届
出
や
事
前
審
査
を
必
要
と
す
る
制
度
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
中
間
生
成
物
等
」
の
「
一
定
額
以
上
の
取
引
や
海
外
持
ち
出
し
」
に
係
る
制
度
の
新
設
に
つ
い

て
は
、
検
討
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
文
化
財
保
護
法
や
関
税
法
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
と
の
整
合
性
を
含
め
た
見

解
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
文
化
資
産
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革



 

３ 

 

の
基
本
方
針
二
〇
二
四
」
（
令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
産
業
界
と
連
携
し
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
ナ
シ

ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
機
能
を
有
す
る
拠
点
の
整
備
を
推
進
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
独
立
行
政

法
人
国
立
美
術
館
に
お
い
て
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
に
係
る
収
蔵
施
設
の
基
本
設
計
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
文
化
庁
に
お
い
て
マ
ン
ガ
及
び
ア
ニ
メ
に
係
る
「
中
間
生
成
物
等
」
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
調
査
研

究
を
実
施
し
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
著
作
権
処
理
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
デ
ー
タ
保
管
等
の
観
点
か
ら
課
題
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
戦
略
二
〇
二
六

二
〇
三
〇
」
（
令
和
七
年
五
月
デ
ジ

タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
戦
略
懇
談
会
及
び
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
推
進
に
関
す
る
検
討
会
決
定
）
に
お
い
て
「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
の
構
築
・
活
用
に
お
い
て
、
知
的
財
産
権
等
の
適
切
な
保
護
を
図
り
つ
つ
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
を
含
め
、
Ｉ
Ｔ
等
の

先
端
的
な
技
術
の
活
用
を
進
め
る
こ
と
は
、
豊
か
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
実
現
に
お
い
て
重
要
な
課
題
」
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
ア
ー
カ
イ
ブ
推
進
支
援
事
業
」
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
団
体
の
う
ち
、
お
尋
ね
の
「
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
化
」
を
行
う
も
の
に
対
し
、
有
識
者
等
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
実
施
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
生
成
Ａ
Ｉ
等
を
用
い
て
中
間
生
成
物
等
を
模
倣
・
偽
造
し
た
画
像
が
、
真
正
な
資
料
と
混
同
さ
れ
る
形
で
市

場
流
通
す
る
事
例
」
、
「
知
的
財
産
の
毀
損
又
は
文
化
的
混
乱
」
及
び
「
生
成
物
の
偽
造
防
止
、
真
正
性
担
保
、
流
通
管
理

等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し

て
は
、
「
知
的
財
産
推
進
計
画
二
〇
二
五
～
Ｉ
Ｐ
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
～
」
（
令
和
七
年
六
月
三
日
知
的
財
産
戦

略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
「
海
賊
版
・
模
倣
品
対
策
の
強
化
」
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
受
入
れ
体
制
（
国
・
自
治
体
・
博
物
館
等
）
の
整
備
状
況
及
び
寄
贈
に
対
す
る
税
制
優
遇
措
置
・
補
助
制
度
」

の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
漫
画
家
や
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
又
は
そ
の
遺
族

等
」
が
保
有
す
る
マ
ン
ガ
原
画
に
つ
い
て
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
連
携
基
盤
等
整
備
推
進
事
業
」
に
お
け
る
調
査
研
究
の
一

環
と
し
て
、
三
つ
の
美
術
館
等
が
マ
ン
ガ
原
画
の
一
時
保
管
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
一
般
社
団
法
人
マ
ン
ガ
ア
ー
カ
イ
ブ
機

構
が
御
指
摘
の
「
中
間
生
成
物
等
」
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
相
談
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
が
国
、
地
方
公

共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
美
術
品
等
の
「
寄
贈
」
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
得
控
除
等
の
税
制
上
の
優
遇



 

５ 

 

措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
意
図
せ
ず
に
第
三
者
に
処
分
さ
れ
、
海
外
に
流
出
す
る
」
、
「
契
約
・
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
支
援
」
及
び
「
業

界
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


